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第１章 総則 

第１節 目的 

（目的） 

第１条 国立大学法人お茶の水女子大学（以下「本学」という｡)は、広く知識を授

け、深く専門の学術を教授、研究し、知的、道徳的及び応用的能力を養い、もっ

て社会の諸分野における有為にして教養高き女子を養成し、併せて文化の進展に

寄与することを目的とする。  

（点検及び評価） 

第２条 本学は、前条の目的を達成するため、教育研究水準の向上を図り、その状

況について自ら点検及び評価を行うものとする。  

２ 点検及び評価の項目並びにその実施体制等に関し必要な事項は、別に定める。  

第２節 構成及び収容定員等 

（学部） 

第３条 国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則（以下「組織運営規則」とい

う。）第４条第１項の規定に基づき置かれる学部の学科及び収容定員等は、次の

表のとおりとする。 

学 部 学   科 入学定員 
第３年次 

入学定員 
収容定員 

文教育学部 

人 文 科 学 科 ５０人  ２００人 

言 語 文 化 学 科  ７３人 ６人 ３０４人 

人 間 社 会 科 学 科 ３７人 ４人 １５６人 

芸術・表現行動学科 ２５人  １００人 

計 １８５人 １０人 ７６０人 

理 学 部 

数 学 科  ２０人 ２人 ８４人 

物 理 学 科 ２０人 ２人 ８４人 

化 学 科  ２０人 ２人 ８４人 

生 物 学 科 ２４人 ２人 １００人 
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情 報 科 学 科 ３６人 ２人 １４８人 

計 １２０人 １０人 ５００人 

生活科学部 

食 物 栄 養 学 科  ３６人  １４４人 

人 間 生 活 学 科  ３９人 ４人 １６４人 

心 理 学 科 ２６人 ３人 １１０人 

計 １０１人 ７人 ４１８人 

共創工学部 

人 間 環 境 工 学 科 ２６人 ３人 １１０人 

文 化 情 報 工 学 科 ２０人  ８０人 

計 ４６人 ３人 １９０人 

合       計 ４５２人 ３０人 １，８６８人 

２ 前項に規定する学科に、コース、講座等を置くことができる。  

（文教育学部の目的） 

第４条 文教育学部は、人文・社会科学系の学問を中心に、講義、演習、実験、実

習等の多様な授業を通じて、学術研究のための確かな基礎と、国際的に通用する

問題発見能力、情報処理能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を備えた

人材を養成することを目的とする。  

２ 前項の目的を達成するため、前条第１項に定める文教育学部各学科の目的は、

次に掲げるとおりとする。  

(1) 人文科学科 

人文科学科は、人類の様々な歩みの中の現象を広く文化として捉え、深く幅

広い知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問いを自ら見つけだし、必

要な資料・データをねばり強く収集・整理した上で、独自の論理を築きあげる

総合的な力を有する人材を養成する。  

(2) 言語文化学科 

言語文化学科は、人間の言語活動や様々な言語表現の本質について深い知見

を有するような人材、また、個々の言語に関して高い運用能力を有するような

人材、更には各言語圏に固有の文化とそれら相互間の交流について幅広い知識

を有するような人材を養成する。  

(3) 人間社会科学科 

人間社会科学科は、幼稚園及び小・中・高等学校教員の養成を目的としつつ、

教育科学、社会学及び子ども学の幅広い基礎知識、深い専門的及び応用的知識

を習得し、人間に対する深い理解に基づき、グローバルな視野に立って学校そ

の他の社会の広い分野において主導的役割を果たすことができる人材を養成

－学則－3－



する。 

(4) 芸術・表現行動学科  

芸術・表現行動学科は、音楽や舞踊に代表される芸術及び表現行動を理論的

研究と実践の両面から追求し、現代的問題への対応に適用できるような人材を

養成する。 

（理学部の目的） 

第５条 理学部は、理学の基礎知識を修得し、大学院において高度な教育を受ける

ための能力を有する人材及び理学の基礎知識を活用し社会の多様な分野におい

て主導的役割を果たすことができる人材を養成することを目的とする。  

２ 前項の目的を達成するため、第３条第１項に定める理学部各学科の目的は、次

に掲げるとおりとする。  

(1) 数学科 

数学科は、数学的素養と論理的思考力を備え社会の様々な分野で主導的役割

を果たすことができる人材及び現代数学の基礎知識と数学的論理思考を身に

付け数理的諸科学の発展に貢献できる人材を養成する。  

(2) 物理学科 

物理学科は、自然科学の基礎である物理学の基礎知識を修得し、それを実際

の問題に適用して解決する能力を身に付けた人材を養成する。 

(3) 化学科 

化学科は、様々な物質から成り立つ自然界を、原子・分子の構成とその変化

の視点で捉え、得られた知識を体系化しつつ、化学の諸分野はもとより、生物

学、物理学などの基礎分野から、工学や薬学、農学、医学、地球科学、情報学

など多彩な応用分野まで幅広く展開できる人材を養成する。  

(4) 生物学科 

生物学科は、「生き物」の複雑で多様な生命現象を科学的に解析する力を養

い、幅広い知識に基づいた柔軟で論理的な思考力を有して豊かな人間社会の構

築に貢献できる人材を養成する。  

(5) 情報科学科 

情報科学科は、20世紀に登場し新しい科学の対象となった「情報」というも

のを探究するための基礎となる知識や方法論と、その種々な応用の実態を学

び、更にその成果の上に、  これらを自ら開拓するための研究力の基礎を身に

付けた人材を養成する。  
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（生活科学部の目的） 

第６条 生活科学部は、自然・人文・社会科学的教養に基づき、人間と生活につい

ての総合的な学識を身に付け、生活者の立場から、社会で活躍できる優秀な人材

を養成することを目的とする。  

２ 前項の目的を達成するため、第３条第１項に定める生活科学部各学科の目的は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 食物栄養学科 

食物栄養学科は、人間の「食」を自然科学的かつ総合的に捉え、豊かな食生

活や健康な社会を実現するために、食物と栄養について科学的知識と実践的能

力を備えた人材を養成する。  

(2) 人間生活学科 

人間生活学科は、人間と社会の関係、生活と文化について、多角的な視点と

複合的なアプローチを駆使し、人間と生活を総合的に理解し、分析する力を備

えた優秀な人材を養成する。  

 (3) 心理学科 

心理学科は、心理学に関する基礎から実践までの多面的な知識と理解力を有

し、科学的エビデンス、論理的分析力に基づく臨床・応用実践、社会的課題に

センシティブな実証的探求の視点や実践的能力を獲得できる人材を養成する。  

（共創工学部の目的） 

第６条の２ 共創工学部は、多様性を包摂し持続可能で豊かな文化を有する社会の

実現に向け、工学と人文学・社会科学の協働の意義を理解した上で、人間中心の

新しい技術や文化を共創できる人材を養成することを目的とする。  

２ 前項の目的を達成するため、第３条第１項に定める共創工学部各学科の目的は、

次に掲げるとおりとする。  

(1) 人間環境工学科 

人間環境工学科は、社会課題解決に向けて、工学と人文学・社会科学の知を

協働させることで、人々のための豊かな環境や技術を創造し、その普及に取組

む人材を養成する。 

(2) 文化情報工学科 

文化情報工学科は、豊かな文化を有する社会の実現に向け、人間の文化と社

会に関わる資料をデジタル技術やデータサイエンスを応用して収集・分析し、

工学的な思考と技術を用いて文化や価値の創造に寄与する人材を養成する。  
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（大学院） 

第７条  組織運営規則第５条第１項の規定に基づき置かれる大学院に関し必要な事項

は、別に定める。 

第２章 学部通則 

第１節 教育課程及び履修方法 

（修業年限） 

第８条 学部の修業年限は、４年とする。  

２ 学生は、修業年限の２倍を超えて在学することはできない。ただし、第23条、

第34条及び第37条の規定により入学した学生は、修業すべき年数の２倍を超えて

在学することはできない。  

３ 前２項の規定にかかわらず、第30条の規定により入学した学生の修業すべき年

数及び在学年限は、退学前の在学期間を通算し、第１項に規定する修業年限及び

前項に規定する在学年限とする。  

４ 入学前に、本学の科目等履修生として一定の単位を修得した者が入学する場合、

第12条の規定により認められた単位の全部又は一部が教育課程の一部を履修し

たと認められるときは、当該学部教授会の議を経て、第１項に規定する修業年限

について当該単位数、その修得に要した期間その他を考慮して、２分の１を超え

ない範囲でその修業年限に通算することができる。  

（授業科目） 

第９条 各学部が開設する授業科目は、学部ごとに別に定める。  

 （授業の方法）    

第９条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又は

これらの併用により行うものとする。     

２ 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に

利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。   

（教育課程及び履修方法）  

第１０条 各学部の教育課程及び履修方法は、学部ごとに別に定める。  

（他大学等における授業科目の履修及び大学以外の教育施設等における学修）  

第１１条 本学は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学（以下「他

大学等」という｡)との協議に基づき、学生が当該他大学等において履修した授業

科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したもの

とみなすことができる。  
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２ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の

専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業

科目の履修とみなし、単位を与えることができる。  

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、

合わせて60単位を超えないものとする。  

４ 前３項に定めるもののほか、修得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定め

る。 

（入学前の既修得単位等の認定）  

第１２条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学若

しくは短期大学（以下「大学等」という｡)又は外国の大学等において履修した授

業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む｡)を、当

該学部教授会の議を経て、本学における授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。 

２ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った短期大

学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学

修を、当該学部教授会の議を経て、本学における授業科目の履修とみなし、単位

を与えることができる。  

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、

転学、編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、

第11条第３項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせ

て60単位を超えないものとする。  

４ 前３項に定めるもののほか、既修得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定

める。 

（教育職員免許状の取得）  

第１３条 学部において取得することができる教育職員の免許状の種類は、別表に

掲げるとおりとする。 

２ 前項の免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法（昭和24年法律第147

号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単

位を修得しなければならない。  

第１４条 削除 

（学芸員資格の取得） 

第１５条 学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法（昭和26年法律第285
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号）及び博物館法施行規則（昭和30年文部省令第24号）に定める科目の単位を修

得しなければならない。  

２ 前項の授業科目及びその履修方法に関し必要な事項は、別に定める。  

第２節 卒業及び学位 

（卒業） 

第１６条 学部に４年以上在学し、定められた授業科目を履修し、124単位以上を修

得した者は、卒業者としてこれに卒業証書を授与する。ただし、文教育学部人間

社会科学科教育科学コースについては、136単位以上を、生活科学部食物栄養学

科については、138単位以上を修得した者とする。  

２ 転学者、編入学者の学業に関し必要な事項は、別に定める。  

３ 第１項に規定する卒業に必要な単位のうち、第９条の２第２項に規定する授業

の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。 

（学位の授与） 

第１７条 卒業者に対しては、別に定めるところにより、学士の学位を授与する。  

第３節 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第１８条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終る。 

（学期） 

第１９条 学年を次の２学期又は４学期に分ける。  

 二学期制 

学期 期間 

前学期 ４月１日から９月３０日まで  

後学期 １０月１日から翌年３月３１日まで  

 四学期制 

学期 期間 

第１学期 
４月１日から９月３０日までの間で別に定める。 

第２学期 

第３学期 
１０月１日から翌年３月３１日までの間で別に定める。 

第４学期 

（休業日） 

第２０条 学年中の休業日は、次のとおりとする。  

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日  
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(2) 日 曜 日 

(3) 創立記念日 11月29日 

(4) 春 期 休 業  

(5) 夏 期 休 業  

(6) 冬 期 休 業  

２ 前項第４号から第６号までの休業日の期間は、学長が別に定める。  

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。  

４ 休業日において、必要がある場合には、授業を行うことができる。  

第４節 入学、退学、休学、転学、留学、編入学、転学部及び転学科  

（入学の時期） 

第２１条 入学の時期は、学年の始めとする。  

（入学資格） 

第２２条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する女子

とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者  

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を受けた者  

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる

者で文部科学大臣の指定したもの  

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した

在外教育施設の当該課程を修了した者  

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る｡)で文部科学大臣が別に指定するものを文部

科学大臣が定める日以後に修了した者  

(6) 文部科学大臣の指定した者  

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等

学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の

大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に

合格した者を含む｡) 

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの  

（第３年次入学資格） 
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第２３条 第３条第１項に定める第３年次入学定員により入学することのできる者

は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する女子とする。  

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第７項の規定により学士の学位

を授与された者 

(3) 短期大学を卒業した者  

(4) 高等専門学校を卒業した者  

(5) 大学に２年以上在学し、所定の単位を修得した者  

(6) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者 

(7) 外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を我が国において修了した者（学校教育法第90条第１項に規定する者に限

る｡) 

（入学出願手続） 

第２４条 入学志願者は、入学願書に調査書その他所定の書類及び検定料を添えて

願い出なければならない。  

（入学者の選考） 

第２５条 学長は、前条の入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、

当該学部教授会の議を経て合格者を決定する。  

（入学手続） 

第２６条 前条の合格者は、所定の期日までに誓約書その他所定の書類を提出する

とともに、入学料を納付しなければならない。  

（入学許可） 

第２７条 学長は、前条の入学手続を完了した者（第43条の規定により入学料の免

除を申請した者を含む。）に入学を許可する。  

第２８条 次の各号のいずれかに該当する者は、第25条の規定にかかわらず入学を

許可することができる。 

(1) 一学部を卒業した者で、更に他の学部又は同一学部の他の学科に入学を志願

する者 

(2) 退学した者で、更に同一の学部に入学を志願する者  

(3) 他の大学の学部を卒業した者  

（退学） 
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第２９条 退学を希望する者は、その理由を具して学長に願い出て、許可を受けな

ければならない。 

（再入学） 

第３０条 一度退学した者が再入学を願い出た場合は、審査の上これを許可するこ

とができる。 

（除籍） 

第３１条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該学部教授会の議を経て、学長

が除籍する。 

(1) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者  

(2) 第８条第２項及び第３項に定める在学年限を超えた者  

(3) 第33条第４項に定める休学期間を超えてなお修学できない者  

(4) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者  

２ 入学料の免除を申請した者で、免除を許可されなかった場合又は一部免除を許

可された場合であって、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないとき

は、学長は、これを除籍する。  

 （復籍） 

第３２条 前条第１項第１号に該当し除籍となった者が当該除籍の事由となった未

納の授業料に相当する額を納付して復籍を願い出た場合は、審査の上これを許可

することができる。 

２ 復籍に関し必要な事項は、別に定める。  

（休学） 

第３３条 病気その他の事由により引き続き2か月以上修学することができない者

は、事由を具して学長に願い出てその許可を得て休学することができる。  

２ 健康上修学に不適当と認めた者に対しては、休学を命ずることができる。  

３ 休学の期間は、その学年末までとする。ただし、学長が特別の事情があると認

めた者については、引き続き休学を許可することができる。  

４ 休学期間は、通算して定められた修業年限の年数を超えることができない。  

５ 休学期間は、在学期間には算入しない。  

６ 休学期間中にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することがで

きる。 

（転学） 

第３４条 他の大学から本学に転学を志望する者があるときは、収容力のある限り、
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審査の上、入学させることができる。  

２ 前項の場合、入学願書には現に在学する大学の学長の承認書を添えなければな

らない。 

第３５条 本学から他の大学に転学しようとする者は、学長の承認を得なければな

らない。 

（留学） 

第３６条 学生は、当該学部教授会が教育上有益であると認めたときは、学長の許

可を得て外国の大学等に留学することができる。  

２ 前項の留学期間は、１年を限度として第16条第１項に規定する在学期間に参入

するものとする。 

３ 第11条第３項の規定は、外国の大学等へ留学する場合に準用する。  

４ 前２項に定めるもののほか、留学に関し必要な事項は、別に定める。  

（編入学） 

第３７条 第３条第１項に定める第３年次入学定員によるもの以外で編入学を志願

する者があるときは、第34条を準用する。 

（転学部及び転学科） 

第３８条 学生が、本学の他学部への転入又は当該学生が在学している学部内の他

学科等への転入を希望したときは、当該学部又は当該学科に収容力のある限り、

審査の上、許可することができる。  

第５節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料  

（検定料等の額） 

第３９条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。  

（授業料の納付） 

第４０条 授業料は、年額の２分の１ずつを、次の２期に分けて納めなければなら

ない。ただし、前期に係る授業料を納めるときに、当該年度の後期に係る授業料

を併せて納めることができる。  

前 期 ５月末日まで 

後 期 11月末日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、入学年度の授業料について、入学を許可される者の

申出があったときは、入学手続時に徴収するものとする。  

（寄宿料の納付） 

第４１条 寄宿料は、毎月その月の20日までに納めなければならない。  
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（検定料等の返付） 

第４２条 一度納めた検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、これを返さない。た

だし、入学手続時に授業料を納付した者が３月31日までに入学を辞退した場合に

は、納付した者の申出により当該授業料相当額を返還する。  

（入学料の免除） 

第４３条 特別な事情により納付が著しく困難であると認められる者で、学長に願

い出たときは、入学料の全額又は半額を免除することができる。 

２ 入学料の免除に関し必要な事項は、別に定める。  

（入学料の徴収猶予） 

第４４条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者

又はその他やむを得ない事情があると認められる者で、学長に願い出たときは、

入学料の徴収を猶予することができる。 

２ 入学料の徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。  

（授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予）  

第４５条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者

又はその他やむを得ない事情があると認められる者で、当該学部を経て学長に願

い出たときは、授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又は授業料の徴

収を猶予（月割分納による徴収の猶予を含む。以下同じ｡)することができる。 

２ 授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関し必要な事項は、別に定

める。 

（退学者の授業料） 

第４６条 退学の許可を得た者の授業料は、その者が在学していた前学期又は後学

期までの分を納めなければならない。  

（休学者の授業料） 

第４７条 休学の許可を得た者の授業料は、月割計算により休学当月の翌月（休学

の開始日が月の初日であるときは、休学当月）から復学当月の前月までの分を免

除する。 

（停学者の授業料） 

第４８条 停学を命ぜられた期間中の授業料は、これを徴収する。  

第６節 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、委託生、研究生、研究員

等 

（科目等履修生） 
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第４９条 本学の学生以外の者で本学が開設する一又は複数の授業科目の履修を希

望する者があるときは、別に定めるところにより、科目等履修生として入学を許

可し、単位を与えることができる。  

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。  

（聴講生） 

第５０条 本学の定める課程の一部を選択し聴講を希望する者があるときは、学生

の学習を妨げない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可することがで

きる。 

２ 聴講生に関し必要な事項は、別に定める。  

（特別聴講学生） 

第５１条 特定の授業科目を履修することを希望する他の大学又は外国の大学の学

生があるときは、当該大学との協議に基づき、所定の手続を経て、特別聴講学生

として入学を許可することができる。 

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。  

（委託生） 

第５２条 教育委員会、学校その他の公共機関から授業及び研究指導の委託出願が

あるときは、学生の学習を妨げない場合に限り、選考の上、委託生として入学を

許可することできる。 

２ 委託生に関し必要な事項は、別に定める。  

（研究生） 

第５３条 特定事項に関する研究に従事することを希望する者があるときは、選考

の上、研究生として入学を許可することができる。 

２ 研究生に関し必要な事項は、別に定める。  

（研究員等の受入れ） 

第５４条 他の機関、民間会社等から、その職員等が特定事項に関する研究に従事

することの申出又は研修受入れの申出があるときは、研究員等として受入れを許

可することができる。 

２ 研究員等に関し必要な事項は、別に定める。  

第７節 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第５５条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を

志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することが
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できる。 

２ 外国人留学生で、大学間交流協定に基づき入学する者に係る検定料、入学料及

び授業料については、所定の要件を満たした場合は、これを徴収しない。  

３ 前２項に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。  

第８節 寄附講座等 

（寄附講座等） 

第５６条 教育研究の進展及び充実に資するとともに、社会貢献の推進を図るため、

本学に寄附講座及び寄附研究部門並びに社会連携講座（以下「寄附講座等」とい

う｡)を設置することができる。  

２ 寄附講座等に関し必要な事項は、別に定める。  

第９節 公開講座及び通信教育 

（公開講座及び通信教育）  

第５７条 公開講座及び通信教育は、一般市民の教養を高めるため適時これを行う。 

２ 公開講座及び通信教育に関し必要な事項は、別に定める。  

第１０節 賞罰 

（表彰） 

第５８条 学生が学業その他の活動において優れた成績を挙げたときは、学長は、

これを表彰することができる。 

２ 学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。  

（懲戒） 

第５９条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、

学長が懲戒する。 

２ 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。  

（学生団体の活動停止等）  

第６０条 学生団体の活動が学生準則に違反し、その他本学の使命に反するものと

認められたとき、学生支援室の議を経て、学長が学生団体の活動の制限停止又は

解散を命ずることができる。  

２ 前項の処分に対して関係者より相当の理由を附して異議の申出があったとき

は、教育研究評議会の議を経て、学長が適当な措置を行うことができる。  

第１１節 寄宿舎 

（寄宿舎） 

第６１条 本学に、寄宿舎を置く。 
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２ 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則 

１ この学則は、平成16年４月１日から施行する。  

２ この学則の施行の際廃止されたお茶の水女子大学学則の規定により存続するも

のとされた文教育学部史学科及び生活科学部生活環境学科は、第３条第２項の規

定にかかわらず、平成16年３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学し

なくなる日までの間、存続するものとする。  

３ 第３条第２項に掲げる表の生活科学部の項及び合計の項に定める収容定員は、

同項の規定にかかわらず、平成16年度から平成18年度までは、次の表のとおりと

する。 

学 部 学  科 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

生活科学部 

食 物 栄 養 学 科  ３６人 ７２人 １０８人 

人間・環境科学科 ２４人 ４８人 ７２人 

人 間 生 活 学 科  ２６０人 ２６０人 ２６０人 

学 部 共 通 ２０人 ２０人 ２０人 

計 ３４０人 ４００人 ４６０人 

合     計 １，６８８人 １，７４８人 １，８０８人 

附 則（平成17年２月23日） 

この学則は、平成17年４月１日から施行する。  

附 則（平成17年３月24日） 

この学則は、平成17年４月１日から施行する。  

附 則（平成17年６月15日） 

この学則は、平成17年６月15日から施行し、平成17年４月１日から適用する。  

附 則（平成17年12月14日） 

この学則は、平成17年12月14日から施行する。ただし、第29条第２号の改正規定

は、平成17年10月１日から適用する。 

附 則（平成19年３月22日） 

この学則は、平成19年４月１日から施行する。  

附 則（平成20年３月21日） 

１ この学則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、

平成20年度入学者から適用する。  

２ この学則の施行前から引き続き生活科学部食物栄養学科に在学する者の取扱い
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については、別に定めるもののほか、なお従前の例による。  

附 則（平成21年３月26日） 

１ この学則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、

平成21年度入学者から適用する。  

２ この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるも

ののほか、なお従前の例による。  

附 則（平成21年６月10日） 

この学則は、平成21年６月10日から施行する。  

附 則（平成22年３月26日） 

この学則は、平成22年４月１日から施行する。  

附 則（平成22年７月28日） 

この学則は、平成22年７月28日から施行する。  

附 則（平成22年12月22日） 

この学則は、平成22年12月22日から施行する。 

附 則（平成23年１月26日） 

この学則は、平成23年４月１日から施行する。  

  附 則（平成23年２月23日） 

この学則は、平成23年２月23日から施行する。  

附 則（平成23年２月23日） 

この学則は、平成23年４月１日から施行する。  

  附 則（平成23年３月28日） 

この学則は、平成23年４月１日から施行する。  

附 則（平成24年11月27日） 

この学則は、平成24年11月27日から施行する。 

附 則（平成25年３月26日） 

この学則は、平成25年４月１日から施行する。  

附 則（平成25年12月24日） 

この学則は、平成25年12月24日から施行する。 

附 則（平成26年３月26日） 

この学則は、平成26年４月１日から施行する。  

附 則（平成27年３月25日） 

この学則は、平成27年４月１日から施行する。  
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附 則（平成28年３月25日） 

この学則は、平成28年４月１日から施行する。  

附 則（平成30年３月30日） 

１ この学則は、平成30年４月１日から施行する。  

２ 第３条第１項に掲げる表の下記学部学科の項に定める収容定員は、同項の規定  

にかかわらず、平成30年度から平成32年度までは、次の表のとおりとする。  

学 部 学  科 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

文教育学部 
言 語 文 化 学 科 ３２０人 ３２０人 ３２６人 

人間社会科学科 １６０人 １６０人 １６４人 

理 学 部 

数 学 科 ８０人 ８０人 ８２人 

物 理 学 科 ８０人 ８０人 ８２人 

化 学 科 ８０人 ８０人 ８２人 

生 物 学 科 １００人 １００人 １０２人 

情 報 科 学 科 １６０人 １６０人 １６２人 

生活科学部 

人間・環境科学科 ９６人 ９６人 ９９人 

人 間 生 活 学 科 ２３４人 ２０８人 １８６人 

心 理 学 科 ２６人 ５２人 ８１人 

３ この学則の施行前から引き続き文教育学部人間社会科学科に在籍し、心理学

主プログラムを選択する者及び生活科学部人間生活学科に在籍し、発達臨床心

理学主プログラムを選択する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、

なお従前の例による。 

附 則（平成30年９月28日） 

この学則は、平成30年９月28日から施行する。  

附 則（平成31年３月29日） 

この学則は、平成31年４月１日から施行する。  

附 則（令和２年１月31日） 

この学則は、令和２年１月31日から施行する。  

附 則（令和２年３月31日） 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年３月26日） 

この学則は、令和３年３月26日から施行する。  

附 則（令和４年３月29日） 

－学則－18－



１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、改正後の別表の規定

は、令和４年度入学者から適用する。  

２ この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定める

もののほか、なお従前の例による。  

附 則（令和５年２月15日） 

この学則は、令和５年２月15日から施行し、令和４年度入学者から適用する。  

附 則（令和 年 月 日） 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 生活科学部人間・環境科学科は、第３条第１項の規定にかかわらず、令和６

年３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、

存続するものとする。 

３ 第３条第１項に掲げる表の下記学部学科の項に定める収容定員は、同項の規

定にかかわらず、令和６年度から令和８年度までは、次の表のとおりとする。  

学 部 学  科 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

文教育学部 人 文 科 学 科  ２１５人 ２１０人 ２０５人 

言 語 文 化 学 科  ３２５人 ３１８人 ３１１人 

人 間 社 会 科 学 科 １６５人 １６２人 １５９人 

芸術・表現行動学科 １０６人 １０４人 １０２人 

理 学 部 生 物 学 科 １０３人 １０２人 １０１人 

情 報 科 学 科  １６０人 １５６人 １５２人 

生活科学部 人間・環境科学科 ７８人 ５４人 ２７人 

共創工学部 人 間 環 境 工 学 科 ２６人 ５２人 ８１人 

文 化 情 報 工 学 科 ２０人 ４０人 ６０人 

４ この学則の施行前から引き続き生活科学部人間・環境科学科に在籍する者の

取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。  
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別表（第13条関係） 

学部 学科等 免許状の種類  

文教育学部 人文科学科 小学校教諭一種免許状 

  中学校教諭一種免許状（社会） 

    高等学校教諭一種免許状（地理歴史） 

    高等学校教諭一種免許状（公民） 

  言語文化学科 小学校教諭一種免許状 

  中学校教諭一種免許状（国語） 

    中学校教諭一種免許状（中国語） 

    中学校教諭一種免許状（英語） 

    高等学校教諭一種免許状（国語） 

    高等学校教諭一種免許状（中国語） 

    高等学校教諭一種免許状（英語） 

  人間社会科学科 幼稚園教諭一種免許状 

    小学校教諭一種免許状 

    中学校教諭一種免許状（社会） 

    高等学校教諭一種免許状（公民） 

  芸術・表現行動学科  小学校教諭一種免許状 

    中学校教諭一種免許状（保健体育） 

  中学校教諭一種免許状（音楽） 

    高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

    高等学校教諭一種免許状（音楽） 

理学部 数学科 小学校教諭一種免許状 

    中学校教諭一種免許状（数学） 

    高等学校教諭一種免許状（数学） 

  物理学科 小学校教諭一種免許状 

  中学校教諭一種免許状（理科） 

    高等学校教諭一種免許状（理科） 

  化学科 小学校教諭一種免許状 

  中学校教諭一種免許状（理科） 

    高等学校教諭一種免許状（理科） 

  生物学科 小学校教諭一種免許状 
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  中学校教諭一種免許状（理科） 

    高等学校教諭一種免許状（理科） 

  情報科学科 中学校教諭一種免許状（数学） 

    高等学校教諭一種免許状（数学） 

    高等学校教諭一種免許状（情報） 

生活科学部 食物栄養学科 栄養教諭一種免許状 

  人間生活学科 小学校教諭一種免許状 

  中学校教諭一種免許状（家庭） 

    高等学校教諭一種免許状（家庭） 
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お茶の水女子大学学則（案）変更事項 
 
 

本学に、「共創工学部」を設置することに伴い、学則を改正する。 
 
１．第３条 
 文教育学部人文科学科、言語文化学科、人間社会科学科、芸術・表現行動学科の入学定

員及び収容定員を変更する。 
 理学部生物学科、情報科学科の入学定員及び収容定員を変更する。 
 生活科学部人間・環境科学科の入学定員、第３年次入学定員及び収容定員を削除する。 
 共創工学部人間環境工学科、文化情報工学科の入学定員、第３年次入学定員及び収容定

員を規定する。 
 
２．第６条 
 生活科学部人間・環境科学科の目的を削除する。 
 
３．第６条の２ 
 共創工学部人間環境工学科、文化情報工学科の目的を規定する。 
 
４．附則 
 生活科学部人間・環境科学科の存続期限を規定する。 
収容定員に係る学年進行による暫定措置を規定する。 
生活科学部人間・環境科学科に引き続き在学する者の取扱いを規定する。 
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国立大学法人お茶の水女子大学学則の一部改正案新旧対照表 

改正案 現行 

○国立大学法人お茶の水女子大学学則 ○国立大学法人お茶の水女子大学学則 

平成16年４月１日 平成16年４月１日 

制定 制定 

   （略）    （略） 

（学部） （学部） 

第３条 国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則（以下「組織運営規則」という。）

第４条第１項の規定に基づき置かれる学部の学科及び収容定員等は、次の表のとおり

とする。 

第３条 国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則（以下「組織運営規則」という。）

第４条第１項の規定に基づき置かれる学部の学科及び収容定員等は、次の表のとおり

とする。 

学部 学科 入学定

員 

第３年次入学定員 収容定

員 

文教育学部 人文科学科 50人  200人 

言語文化学科 73人 ６人 304人 

人間社会科学科 37人 ４人 156人 

芸術・表現行動学科 25人  100人 

計 185人 10人 760人 

理学部 数学科 20人 ２人 84人 

物理学科 20人 ２人 84人 

化学科 20人 ２人 84人 

生物学科 24人 ２人 100人 

情報科学科 36人 ２人 148人 

計 120人 10人 500人 

生活科学部 食物栄養学科 36人  144人 

（削る） 

人間生活学科 39人 ４人 164人 

心理学科 26人 ３人 110人 

計 101人 ７人 418人 

共創工学部 人間環境工学科 26人 ３人 110人 

文化情報工学科 20人  80人 

計 46人 ３人 190人 

合計 452人 30人 1,868人 
 

学部 学科 入学定

員 

第３年次入学定員 収容定

員 

文教育学部 人文科学科 55人  220人 

言語文化学科 80人 ６人 332人 

人間社会科学科 40人 ４人 168人 

芸術・表現行動学科 27人  108人 

計 202人 10人 828人 

理学部 数学科 20人 ２人 84人 

物理学科 20人 ２人 84人 

化学科 20人 ２人 84人 

生物学科 25人 ２人 104人 

情報科学科 40人 ２人 164人 

計 125人 10人 520人 

生活科学部 食物栄養学科 36人  144人 

人間・環境科学科 24人 ３人 102人 

人間生活学科 39人 ４人 164人 

心理学科 26人 ３人 110人 

計 125人 10人 520人 

（新設） 

 

 

合計 452人 30人 1,868人 
 

２ 前項に規定する学科に、コース、講座等を置くことができる。 ２ 前項に規定する学科に、コース、講座等を置くことができる。 
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改正案 現行 

（文教育学部の目的） （文教育学部の目的） 

第４条 文教育学部は、人文・社会科学系の学問を中心に、講義、演習、実験、実習等

の多様な授業を通じて、学術研究のための確かな基礎と、国際的に通用する問題発見

能力、情報処理能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を備えた人材を養成す

ることを目的とする。 

第４条 文教育学部は、人文・社会科学系の学問を中心に、講義、演習、実験、実習等

の多様な授業を通じて、学術研究のための確かな基礎と、国際的に通用する問題発見

能力、情報処理能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を備えた人材を養成す

ることを目的とする。 

２ 前項の目的を達成するため、前条第１項に定める文教育学部各学科の目的は、次に

掲げるとおりとする。 

２ 前項の目的を達成するため、前条第１項に定める文教育学部各学科の目的は、次に

掲げるとおりとする。 

(1) 人文科学科 (1) 人文科学科 

人文科学科は、人類の様々な歩みの中の現象を広く文化として捉え、深く幅広い

知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問いを自ら見つけだし、必要な資

料・データをねばり強く収集・整理した上で、独自の論理を築きあげる総合的な力

を有する人材を養成する。 

人文科学科は、人類の様々な歩みの中の現象を広く文化として捉え、深く幅広い

知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問いを自ら見つけだし、必要な資

料・データをねばり強く収集・整理した上で、独自の論理を築きあげる総合的な力

を有する人材を養成する。 

(2) 言語文化学科 (2) 言語文化学科 

言語文化学科は、人間の言語活動や様々な言語表現の本質について深い知見を有

するような人材、また、個々の言語に関して高い運用能力を有するような人材、更

には各言語圏に固有の文化とそれら相互間の交流について幅広い知識を有するよ

うな人材を養成する。 

言語文化学科は、人間の言語活動や様々な言語表現の本質について深い知見を有

するような人材、また、個々の言語に関して高い運用能力を有するような人材、更

には各言語圏に固有の文化とそれら相互間の交流について幅広い知識を有するよ

うな人材を養成する。 

(3) 人間社会科学科 (3) 人間社会科学科 

人間社会科学科は、幼稚園及び小・中・高等学校教員の養成を目的としつつ、教

育科学、社会学及び子ども学の幅広い基礎知識、深い専門的及び応用的知識を習得

し、人間に対する深い理解に基づき、グローバルな視野に立って学校その他の社会

の広い分野において主導的役割を果たすことができる人材を養成する。 

人間社会科学科は、幼稚園及び小・中・高等学校教員の養成を目的としつつ、教

育科学、社会学及び子ども学の幅広い基礎知識、深い専門的及び応用的知識を習得

し、人間に対する深い理解に基づき、グローバルな視野に立って学校その他の社会

の広い分野において主導的役割を果たすことができる人材を養成する。 

(4) 芸術・表現行動学科 (4) 芸術・表現行動学科 

芸術・表現行動学科は、音楽や舞踊に代表される芸術及び表現行動を理論的研究

と実践の両面から追求し、現代的問題への対応に適用できるような人材を養成す

る。 

芸術・表現行動学科は、音楽や舞踊に代表される芸術及び表現行動を理論的研究

と実践の両面から追求し、現代的問題への対応に適用できるような人材を養成す

る。 

（理学部の目的） （理学部の目的） 

第５条 理学部は、理学の基礎知識を修得し、大学院において高度な教育を受けるため

の能力を有する人材及び理学の基礎知識を活用し社会の多様な分野において主導的

役割を果たすことができる人材を養成することを目的とする。 

第５条 理学部は、理学の基礎知識を修得し、大学院において高度な教育を受けるため

の能力を有する人材及び理学の基礎知識を活用し社会の多様な分野において主導的

役割を果たすことができる人材を養成することを目的とする。 

２ 前項の目的を達成するため、第３条第１項に定める理学部各学科の目的は、次に掲

げるとおりとする。 

２ 前項の目的を達成するため、第３条第１項に定める理学部各学科の目的は、次に掲

げるとおりとする。 

(1) 数学科 (1) 数学科 
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改正案 現行 

数学科は、数学的素養と論理的思考力を備え社会の様々な分野で主導的役割を果

たすことができる人材及び現代数学の基礎知識と数学的論理思考を身に付け数理

的諸科学の発展に貢献できる人材を養成する。 

数学科は、数学的素養と論理的思考力を備え社会の様々な分野で主導的役割を果

たすことができる人材及び現代数学の基礎知識と数学的論理思考を身に付け数理

的諸科学の発展に貢献できる人材を養成する。 

(2) 物理学科 (2) 物理学科 

物理学科は、自然科学の基礎である物理学の基礎知識を修得し、それを実際の問

題に適用して解決する能力を身に付けた人材を養成する。 

物理学科は、自然科学の基礎である物理学の基礎知識を修得し、それを実際の問

題に適用して解決する能力を身に付けた人材を養成する。 

(3) 化学科 (3) 化学科 

化学科は、様々な物質から成り立つ自然界を、原子・分子の構成とその変化の視

点で捉え、得られた知識を体系化しつつ、化学の諸分野はもとより、生物学、物理

学などの基礎分野から、工学や薬学、農学、医学、地球科学、情報学など多彩な応

用分野まで幅広く展開できる人材を養成する。 

化学科は、様々な物質から成り立つ自然界を、原子・分子の構成とその変化の視

点で捉え、得られた知識を体系化しつつ、化学の諸分野はもとより、生物学、物理

学などの基礎分野から、工学や薬学、農学、医学、地球科学、情報学など多彩な応

用分野まで幅広く展開できる人材を養成する。 

(4) 生物学科 (4) 生物学科 

生物学科は、「生き物」の複雑で多様な生命現象を科学的に解析する力を養い、

幅広い知識に基づいた柔軟で論理的な思考力を有して豊かな人間社会の構築に貢

献できる人材を養成する。 

生物学科は、「生き物」の複雑で多様な生命現象を科学的に解析する力を養い、

幅広い知識に基づいた柔軟で論理的な思考力を有して豊かな人間社会の構築に貢

献できる人材を養成する。 

(5) 情報科学科 (5) 情報科学科 

情報科学科は、20世紀に登場し新しい科学の対象となった「情報」というものを

探究するための基礎となる知識や方法論と、その種々な応用の実態を学び、更にそ

の成果の上に、これらを自ら開拓するための研究力の基礎を身に付けた人材を養成

する。 

情報科学科は、20世紀に登場し新しい科学の対象となった「情報」というものを

探究するための基礎となる知識や方法論と、その種々な応用の実態を学び、更にそ

の成果の上に、これらを自ら開拓するための研究力の基礎を身に付けた人材を養成

する。 

（生活科学部の目的） （生活科学部の目的） 

第６条 生活科学部は、自然・人文・社会科学的教養に基づき、人間と生活についての

総合的な学識を身に付け、生活者の立場から、社会で活躍できる優秀な人材を養成す

ることを目的とする。 

第６条 生活科学部は、自然・人文・社会科学的教養に基づき、人間と生活についての

総合的な学識を身に付け、生活者の立場から、社会で活躍できる優秀な人材を養成す

ることを目的とする。 

２ 前項の目的を達成するため、第３条第１項に定める生活科学部各学科の目的は、次

に掲げるとおりとする。 

２ 前項の目的を達成するため、第３条第１項に定める生活科学部各学科の目的は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) 食物栄養学科 (1) 食物栄養学科 

食物栄養学科は、人間の「食」を自然科学的かつ総合的に捉え、豊かな食生活や

健康な社会を実現するために、食物と栄養について科学的知識と実践的能力を備え

た人材を養成する。 

食物栄養学科は、人間の「食」を自然科学的かつ総合的に捉え、豊かな食生活や

健康な社会を実現するために、食物と栄養について科学的知識と実践的能力を備え

た人材を養成する。 

   （削る） (2) 人間・環境科学科 

 人間・環境科学科は、生活者たる人間と環境との相互作用に関する深い理解を備
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改正案 現行 

え、科学的手法を応用して、生活面での諸課題に対して人間と環境が共存しうる方

策を考案し、かつ、実社会にて実践できる優秀な人材を養成する。 

(2) 人間生活学科 (3) 人間生活学科 

人間生活学科は、人間と社会の関係、生活と文化について、多角的な視点と複合

的なアプローチを駆使し、人間と生活を総合的に理解し、分析する力を備えた優秀

な人材を養成する。 

人間生活学科は、人間と社会の関係、生活と文化について、多角的な視点と複合

的なアプローチを駆使し、人間と生活を総合的に理解し、分析する力を備えた優秀

な人材を養成する。 

(3) 心理学科 (4) 心理学科 

心理学科は、心理学に関する基礎から実践までの多面的な知識と理解力を有し、

科学的エビデンス、論理的分析力に基づく臨床・応用実践、社会的課題にセンシテ

ィブな実証的探求の視点や実践的能力を獲得できる人材を養成する。 

心理学科は、心理学に関する基礎から実践までの多面的な知識と理解力を有し、

科学的エビデンス、論理的分析力に基づく臨床・応用実践、社会的課題にセンシテ

ィブな実証的探求の視点や実践的能力を獲得できる人材を養成する。 

（共創工学部の目的）  

第６条の２ 共創工学部は、多様性を包摂し持続可能で豊かな文化を有する社会の実現

に向け、工学と人文学・社会科学の協働の意義を理解した上で、人間中心の新しい技

術や文化を共創できる人材を養成することを目的とする。 

   （新設） 

２ 前項の目的を達成するため、第３条第１項に定める共創工学部各学科の目的は、次

に掲げるとおりとする。 

 

(1) 人間環境工学科  

人間環境工学科は、社会課題解決に向けて、工学と人文学・社会科学の知を協働

させることで、人々のための豊かな環境や技術を創造し、その普及に取組む人材を

養成する。 

 

(2) 文化情報工学科  

文化情報工学科は、豊かな文化を有する社会の実現に向け、人間の文化と社会に

関わる資料をデジタル技術やデータサイエンスを応用して収集・分析し、工学的な

思考と技術を用いて文化や価値の創造に寄与する人材を養成する。 

 

   （略）    （略） 

附 則 附 則 

   （略）    （略） 

附 則  

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。  

２ 生活科学部人間・環境科学科は、第３条第１項の規定にかかわらず、令和６年３月

31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するもの

とする。 
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改正案 現行 

３ 第３条第１項に掲げる表の下記学部学科の項に定める収容定員は、同項の規定にか

かわらず、令和６年度から令和８年度までは、次の表のとおりとする。 

 

学部 学科 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

文教育学部 人文科学科 215人 210人 205人 

言語文化学科 325人 318人 311人 

人間社会科学科 165人 162人 159人 

芸術・表現行動学

科 

106人 104人 102人 

理学部 生物学科 103人 102人 101人 

情報科学科 160人 156人 152人 

生活科学部 人間・環境科学科 78人 54人 27人 

共創工学部 人間環境工学科 26人 52人 81人 

文化情報工学科 20人 40人 60人 
 

 

４ この学則の施行前から引き続き生活科学部人間・環境科学科に在籍する者の取扱い

については、別に定めるもののほか、なお従前の例による。 

 

（改正理由） 

令和６年４月からの共創工学部設置に伴う所要の改正（第３条、第６条、改正案第６条の２） 
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○国立大学法人お茶の水女子大学教授会規則 

 

平成16年４月１日 

制      定 

改正 平成19年３月22日 平成19年３月27日  

平成23年２月23日 平成26年７月29日  

                         平成27年３月25日          

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第23条第２項の

規定に基づき、各学部及び大学院人間文化創成科学研究科（以下「学部等」とい

う｡)の教授会に関し必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 教授会は、当該学部等の教授をもって組織する。 

２ 教授会には、当該教授会の議により、当該学部等の准教授、常勤の講師、助教

その他の職員を加えることができる。 

（代議員会） 

第３条 教授会は、当該教授会の定めるところにより、当該教授会に属する職員の

うちの一部の者をもって構成する代議員会を置くことができる。 

２ 教授会は、当該教授会の定めるところにより、代議員会の議決をもって当該教

授会の議決とすることができる。 

（審議事項） 

第４条 教授会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意

見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2) 学位の授与 

(3) 教育課程の編成 

(4) 教員の教育研究業績の評価 

(5)  その他学長が必要と認めた事項 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長並びに学部長及び大学院人間文化

創成科学研究科長（以下この項において「学長等」という。）がつかさどる教育

研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べること
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ができる。 

（議長） 

第５条 教授会に議長を置き、学部長及び大学院人間文化創成科学研究科長（以下

「学部長等」という｡)をもって充てる。 

２ 議長は、教授会を主宰する。 

３ 学部長等にやむを得ない事故があるときは、当該学部等の教授の中より互選さ

れた者がその職務を代理する。 

（教授会の招集） 

第６条 構成員の３分の１以上の要求があるときは、学部長等は、教授会を招集す

る。 

（教授会の成立等） 

第７条 教授会の成立には、構成員の３分の２以上の出席を必要とする。 

２ 教授会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（構成員以外の者の出席） 

第８条 議長が必要と認めたときは、当該教授会の同意を得て構成員以外の職員の

出席を求め、意見を聴くことができる。 

（事務） 

第９条 教授会の事務は、学務課が行う。 

（雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、当該教授会

が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ この規則の適用日前におけるお茶の水女子大学教授会規程による教授会の議決

事項については、この規則中の相当する規定により教授会が行った議決事項とみ

なす。 

附 則（平成19年３月22日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化研究科代議員会規程は、廃止す

る。 

附 則（平成19年３月27日） 
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この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年２月23日） 

この規則は、平成23年２月23日から施行し、平成23年１月１日から適用する。 

附 則（平成26年７月29日） 

この規則は、平成26年８月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月25日） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

 

－学則－30－


	国立大学法人お茶の水女子大学学則
	国立大学法人お茶の水女子大学教授会規則

